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【
論
文
】 

 

中
江
兆
民
は
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」
（na

tu
re

）
を
如
何
に
理
解
し
た
か
？ 

田
中 

 

豊 
 

は
じ
め
に 

 

本
稿
で
は
、
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
中
江
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
思
想

の
本
質
を
い
か
に
理
解
し
、
紹
介
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
兆
民

が
優
れ
た
ル
ソ
ー
理
解
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
社
会
契

約
論
』
の
翻
訳
『
民
約
訳
解
』
（
以
下
、
『
訳
解
』
と
称
す
）
が
、

そ
の
証
左
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の

思
想
体
系
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
は
『
社
会
契
約
論
』
の
み
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
前
史
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
兆
民
が
『
社
会
契
約
論
』
の
注
意
深
い
読
者
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
必
ず
し
も
ル
ソ
ー
の
思
想
の
全
体
像
を
把
握
し
て
い

た
と
は
言
え
な
い
。 

ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
し
ば
し
ば
「
自
然
に
帰
れ
」
（retour à la 

nature

）
と
形
容
さ
れ
る
。
確
か
に
、
彼
は
そ
の
言
葉
を
一
度
も

使
用
し
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
自
然
」
に
回
帰
す
る
こ
と
自
体

を
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
自
身
の
思
想
を

こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
た
か
も
疑
わ
し
い
。
彼
の
い
う
「
自

然
」
（nature

）
と
は
、
例
え
ば
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』

（D
iscours sur l'origine et les fondem

ents de l'inégalité 

parm
i les hom

m
es

）
で
想
定
さ
れ
て
い
た
「
自
然
状
態
」
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
が
描
く
架
空
の
小
国

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
、
あ
る
い
は
現
実
逃
避
の
先
に
行
き
着
い
た

「
桃
源
郷
」
（
「
お
菓
子
の
国
」
）
で
も
な
い
、
人
間
の
本
質

（nature

）
が
体
現
さ
れ
た
か
つ
て
の
世
界
を
指
す
一

。
ル
ソ
ー

に
よ
る
と
、
学
芸

（les sciences et les arts

）
や
文
明
の
発
展

に
よ
っ
て
、
人
間
が
固
有
し
て
い
た
「
自
然
」
（
本
質
）
は
喪
失

し
、
「
社
会
状
態
」
へ
至
る
。
こ
う
し
て
堕
落
し
た
世
界
を
い
か

に
克
服
し
、
脱
却
す
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
『
社
会
契
約

論
』
（D

u C
ontrat Social

）
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
、

社
会
契
約
を
結
ぶ
以
前
の
世
界
を
「
自
然
状
態
」
と
み
な
し
た
う

え
で
、
も
は
や
回
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
自
然
」
に
替
わ
る

新
た
な
「
社
会
」
の
設
立
を
模
索
す
る
。 

兆
民
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
、
「
民
約
」
（
社
会
契
約
）
を
結

ぶ
以
前
の
「
自
然
状
態
」
を
儒
教
で
蒙
昧
な
時
代
に
相
当
す
る

「
上
古
」
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
た
「
社
会
状
態
」
を
、

聖
人
に
よ
る
文
化
的
で
理
想
的
な
治
世
で
あ
る
唐
虞
三
代
に
重
ね
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合
わ
せ
る
こ
と
で
理
解
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
ル
ソ
ー
の
中
に

「
東
洋
」
を
見
出
し
「
三
代
の
法
」
の
時
空
を
超
え
た
普
遍
性
を

再
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
よ
う
に
二

、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

に
お
い
て
「
聖
人
の
道
」
に
基
づ
い
た
治
世
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
確
信
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
兆
民
が
『
学
問
芸
術

論
』
（D

iscours sur les sciences et les arts

）
と
『
人
間
不
平

等
起
源
論
』
の
議
論
を
的
確
に
理
解
し
て
い
た
う
え
で
成
り
立
つ

作
業
で
も
あ
っ
た
。
『
学
問
芸
術
論
』
を
部
分
訳
し
た
『
非
開
化

論
』
で
は
、
「
学
芸
」
の
進
歩
が
人
間
の
本
質
を
喪
失
さ
せ
る
契

機
と
す
る
原
著
の
論
点
を
正
確
に
見
抜
い
て
い
た
。
そ
の
際
に

「
自
然
」
の
観
念
は
、
『
訳
解
』
の
よ
う
に
儒
教
で
は
な
く
、
『
荘

子
』
の
枠
組
み
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
兆
民
に
と
っ
て
『
学
問
芸
術
論
』
や
『
人
間
不
平
等
起
源

論
』
は
、
聖
人
が
登
場
す
る
以
前
の
世
界
を
理
想
と
す
る
『
荘

子
』
を
想
起
さ
せ
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

た
だ
し
兆
民
は
、
単
な
る
ル
ソ
ー
思
想
の
忠
実
な
祖
述
者
に

留
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
訳
業
を
承
け
て
兆
民
が
描
く
政
治

構
想
は
、
「
三
代
の
法
」
に
基
づ
く
「
政
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
ル
ソ
ー
が
志
向
し
た
「
自
然
」
で
は
な
く
（
そ
れ
ゆ
え
『
荘

子
』
が
理
想
と
す
る
世
界
で
も
な
い
）
、
儒
教
に
お
い
て
究
極
的

な
価
値
の
根
源
で
あ
る
「
三
代
」
へ
の
兆
民
な
り
の
思
慕
の
表
明

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
兆
民
は
儒
教
や
『
荘
子
』
な
ど
中
国
思

想
を
駆
使
し
ル
ソ
ー
の
思
想
を
理
解
し
た
紛
れ
も
な
い
「
東
洋
の

ル
ソ
ー
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
（
否
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
）
、
ル
ソ
ー
の
思

想
を
換
骨
奪
胎
し
、
そ
こ
か
ら
「
三
代
」
を
見
出
し
た
儒
者
と
し

て
の
兆
民
像
を
示
す
。 

 一 

ル
ソ
ー
の
思
想 

 

雑
誌
『
日
本
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
社
会
礼
習
論
」
に
お
い
て

陸
羯
南
は
、
ル
ソ
ー
が
理
想
と
し
て
い
た
世
界
を
『
学
問
芸
術

論
』
や
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
の
い
う
「
自
然
状
態
」
で
あ
る

と
理
解
し
て
い
た
。 

 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
窮
措
大
ル
ー
ソ
ー
な
る
人
が
〔
中
略
〕
一
狂

思
想
の
代
表
と
為
り
、
「
自
然
的
状
態
」
を
取
り
て
人
類
生

存
の
真
理
な
り
と
主
張
せ
し
は
世
に
隠
れ
な
き
所
に
あ
ら
ず

や
。
自
然
的
状
態
は
真
理
な
る
乎
、
社
交
団
結
は
真
理
に
あ

ら
ず
、
学
校
技
芸
は
真
理
に
あ
ら
ず
。
人
類
が
其
の
自
由
を

失
ひ
其
の
実
利
を
喪
ふ
は
、
皆
な
此
の
非
真
理
に
自
ら
執
着

す
る
の
致
す
所
な
り
。
若
し
自
由
及
実
利
の
真
理
を
全
く
せ

ん
と
欲
せ
ば
、
山
林
に
独
棲
せ
よ
、
獣
皮
を
衣
と
せ
よ
、
木

実
を
食
と
せ
よ
、
而
し
て
泉
流
を
飲
料
と
せ
よ
。
王
に
事
へ
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法
に
従
ふ
こ
と
は
勿
論
、
公
衆
の
慣
習
、
社
会
の
礼
文
斯
る

類
の
も
の
は
皆
な
人
類
自
然
の
性
に
違
ふ
も
の
な
り
三

。 

 

「
自
然
的
状
態
」
に
お
い
て
は
、
「
社
交
団
結
」
や
「
学
校
技

芸
」
な
ど
の
社
会
性
が
一
切
存
在
せ
ず
、
人
類
も
「
山
林
」
に
暮

ら
し
「
獣
皮
」
を
衣
と
し
、
「
木
実
」
を
食
べ
、
「
泉
流
を
飲
料
」

と
す
る
よ
う
な
原
始
的
な
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

こ
の
世
で
は
、
「
王
に
事
へ
法
に
従
ふ
こ
と
」
を
は
じ
め
「
公
衆

の
慣
習
、
社
会
の
礼
文
斯
る
類
」
は
一
切
存
在
せ
ず
、
「
皆
な
人

類
自
然
の
性
に
違
ふ
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
け
る
次
の
記
述
と
一
切
背
馳
し
な

い
。 

 

工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
も
、
言
葉
も
話
す
こ
と
も
な
く
、
決
ま

っ
た
す
み
か
も
な
く
、
戦
争
も
な
く
、
他
人
と
の
関
係
も
な

く
、
自
分
の
同
類
た
ち
に
害
を
及
ぼ
す
欲
望
を
少
し
も
も
た

な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
同
類
た
ち
を
少
し
も
必
要
と
す
る
こ

と
も
な
く
、
お
そ
ら
く
は
誰
か
を
個
別
に
見
分
け
る
こ
と
な

ど
決
し
て
な
く
、
森
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
野
生
人
は
、

ほ
と
ん
ど
情
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
ひ
と
り

で
事
が
足
り
、
こ
の
状
態
に
適
合
し
た
感
情
と
知
識
し
か
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
真
の
欲
求
だ
け
を
感
じ
、
見
て

利
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
し
か
見
つ
め
ず
、
虚
栄
心
も
知

性
も
ほ
と
ん
ど
進
歩
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
偶
然
な
に
か
を

発
見
し
て
も
、
自
分
の
子
供
さ
え
見
分
け
が
つ
か
な
い
く
ら

い
だ
か
ら
、
そ
れ
を
他
人
に
伝
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ

た
。
発
明
し
た
人
の
死
と
と
も
に
技
芸
も
滅
ん
だ
。
教
育
も

進
歩
も
な
く
、
い
た
ず
ら
に
世
代
が
交
代
し
て
い
っ
た
。
お

の
お
の
の
世
代
は
、
い
つ
も
同
じ
地
点
か
ら
出
発
し
、
原
初

の
時
代
の
ま
っ
た
き
粗
野
の
ま
ま
に
、
数
世
紀
が
流
れ
た
。

種
は
す
で
に
老
い
て
い
た
の
に
、
人
間
は
い
つ
ま
で
も
子
供

の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
四 

 

ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
「
自
然
状
態
」
（lʼétat de nature

）
に
お

け
る
人
類
は
、
実
に
純
粋
素
朴
な
存
在
で
あ
っ
た
。
「
野
生
人
」

と
形
容
さ
れ
る
彼
ら
は
他
人
に
興
味
を
も
た
な
い
の
で
、
戦
争
状

態
に
陥
る
こ
と
も
な
く
不
平
等
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
状
態

に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
け
る

「
自
然
状
態
」
の
内
容
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
「
万
人
の
万
人
に

対
す
る
闘
争
」
と
根
本
的
に
異
に
す
る
。
実
際
に
、
ル
ソ
ー
自
身

は
ホ
ッ
ブ
ズ
を
名
指
の
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
然
に
か
な
っ
た
あ

り
方
か
ら
し
て
大
胆
不
敵
で
、
相
手
を
攻
撃
し
、
戦
う
こ
と
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し
か
考
え
な
い
。
あ
る
著
名
な
哲
学
者
〔
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
〕
は
正
反
対
の
考
え
で
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
と
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
も
同
じ
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
ほ
ど
臆
病
な
者
は
ほ
か

に
な
く
、
い
つ
も
震
え
て
い
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
物
音
が

聞
こ
え
た
り
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
物
の
動
き
を
認
め
て
も
、

す
ぐ
に
逃
げ
出
す
構
え
で
い
る
と
い
う
。
五 

 
 

 

先
行
者
の
「
自
然
状
態
」
を
紹
介
し
た
後
に
、
「
し
か
し
、
自

然
状
態
に
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
状
況
に
陥
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
」

と
ル
ソ
ー
は
い
ず
れ
の
見
解
に
も
与
し
な
い
。
彼
が
考
え
る
「
自

然
状
態
」
と
は
、
「
す
べ
て
単
調
に
流
れ
、
集
団
で
暮
ら
し
て
い

る
人
間
た
ち
が
も
つ
情
念
や
移
り
気
が
生
み
出
し
て
い
る
絶
え
ま

な
い
急
激
な
変
化
に
地
表
が
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
平
和
な

世
界
で
あ
っ
た
六

。
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
戦
争
が
起
き
る

「
自
然
状
態
」
は
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
が
い
う
と
こ
ろ
の

「
社
会
状
態
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
二
部

の
冒
頭
の
一
節
が
端
的
に
表
し
て
い
る
。 

 

あ
る
土
地
に
囲
い
を
し
て
、
「
こ
れ
は
私
の
も
の
だ
」
と
い

お
う
な
ど
と
思
い
つ
き
、
こ
ん
な
た
わ
ご
と
を
信
じ
る
ほ
ど

純
朴
な
人
々
を
見
だ
し
た
最
初
の
人
こ
そ
、
政
治
社
会
の
真

の
創
始
者
で
あ
っ
た
。
杭
を
引
き
抜
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は

堀
を
埋
め
な
が
ら
、
「
こ
の
ペ
テ
ン
師
の
い
う
こ
と
を
聞
い

て
は
い
け
な
い
。
果
実
は
み
ん
な
の
も
の
で
あ
り
、
土
地
は

誰
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
た
ら
、
あ
な
た
た

ち
は
お
し
ま
い
だ
」
と
仲
間
た
ち
に
叫
ん
だ
人
が
い
た
と
し

た
ら
、
人
類
は
ど
れ
ほ
ど
の
犯
罪
、
戦
争
、
殺
戮
を
、
ど
れ

ほ
ど
の
悲
惨
と
恐
怖
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
七 

 

「
自
然
状
態
」
か
ら
堕
落
し
た
「
社
会
状
態
」
（lʼétat civil

）

は
「
犯
罪
、
戦
争
、
殺
戮
」
の
世
で
あ
り
、
こ
う
し
た
惨
禍
を
も

た
ら
す
原
因
と
し
て
、
私
的
所
有
が
断
罪
さ
れ
る
八

。
つ
ま
り

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
想
定
さ

れ
る
「
自
然
状
態
」
を
批
判
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

実
が
「
社
会
状
態
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
要
す
る
に
、
ル

ソ
ー
は
自
身
を
「
意
識
的
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
反
対
者
の
位
置
に
」
お

く
た
め
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
け
る
「
歴
史
の
終
末
に

お
か
れ
た
恒
常
的
な
暴
力
状
態
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
っ
て
提
出
さ

れ
た
歴
史
図
式
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
」
と
な
る
九

。 

一
方
『
社
会
契
約
論
』
で
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
が
前
提

と
す
る
「
自
然
状
態
」
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ

と
は
異
な
る
結
論
を
導
出
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
殺
伐
と
し
た
世
界
（
自
然
状
態
）
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
、
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ル
ソ
ー
は
社
会
契
約
の
締
結
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
も

そ
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
、
社
会
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
主
権
者
」
と
「
臣
民
」
関
係
に
還
元
し
、
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
」
と
譬
え
ら
れ
る
前
者
の
意
志
に
後
者
が
従
う
こ
と
を
求
め

た
。
対
し
て
ル
ソ
ー
の
場
合
は
、
あ
る
べ
き
法
（
一
般
意
志
）
を

作
る
「
主
権
者
」
と
、
こ
れ
に
従
う
「
臣
民
」
は
同
一
の
主
体
に

よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
政
治
体
制
で
あ
る
「
共

和
国
」
が
最
も
理
想
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
『
人
間
不
平
等

起
源
論
』
の
「
自
然
状
態
」
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
前
提
を

抜
本
的
に
否
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
社
会
契
約
論
』
は
、

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
論
理
に
沿
っ
た
結
果
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は

異
な
る
結
論
が
生
じ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
と
『
社
会
契
約
論
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
想
定
さ
れ
る
「
自
然
状
態
」
の
意
味
内
容
は
一
致
し
な
い
が

一
〇

、
両
者
に
は
一
貫
し
た
論
理
構
造
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ

た
一
一

。 

 

二 

『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
上
古
と
唐
虞
三
代 

 

本
章
以
降
で
は
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
自
然
状
態
」
と
「
社

会
状
態
」
の
観
念
を
兆
民
が
い
か
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
検
討

す
る
。
は
じ
め
に
『
社
会
契
約
論
』
の
漢
訳
『
訳
解
』
の
訳
出
、

お
よ
び
そ
こ
で
の
兆
民
の
解
説
を
確
認
す
る
。
『
訳
解
』
に
お
い

て
、
「
邦
国
」
が
建
つ
以
前
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
自
然
状
態
」

に
関
し
て
兆
民
は
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
た
。 

 

邦
国
い
ま
だ
建
た
ざ
る
の
時
、
人
々
欲
を
縦
ま
ま
に
し
情
に

奮
い
、
自
か
ら
脩
属
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
故
に
貌
に
就
き

て
観
れ
ば
、
極
め
て
活
溌
自
由
な
る
が
如
し
と
雖
も
、
実
は

形
気
の
駆
役
す
る
所
と
為
る
を
免
れ
ず
。
本
心
始
め
よ
り
未

だ
主
宰
を
為
す
こ
と
能
わ
ず
。
奴
隷
の
類
に
非
ず
や
。
民
約

す
で
に
立
つ
、
凡
そ
士
た
る
者
、
皆
な
法
を
議
す
る
に
與
ら

ざ
る
莫
し
。
一
二 

 

「
邦
国
い
ま
だ
建
た
ざ
る
の
時
」
の
人
々
は
、
「
情
」
に
し
か

従
わ
な
い
「
形
気
の
駆
役
」
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

「
奴
隷
の
類
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
欲
望
に
駆
ら
れ
た
人
間

の
無
制
限
な
行
動
に
基
づ
く
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
自
然
状
態
」
の
様
相

を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
、
兆
民
は
『
社
会
契
約
論
』
の
「
自
然
状

態
」
を
的
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、

「
社
会
契
約
」
（
民
約
）
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
変
化
に

つ
い
て
、
原
著
の
記
述
を
以
下
の
よ
う
に
大
幅
に
加
筆
し
て
い
た

こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
る
。 
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民
約
す
で
に
立
ち
、
人
々
法
制
に
循
い
て
生
を
為
す
、
之
を

天
の
世
を
出
で
て
人
の
世
に
入
る
と
謂
う
。
夫
れ
人
ひ
と
た

び
天
世
を
出
で
て
人
世
に
入
る
、
其
の
身
に
於
い
て
変
更
す

る
と
こ
ろ
、
極
め
て
大
な
り
。
蓋
し
、
曩
に
は
直
情
径
行
、

絶
え
て
自
か
ら
検
飭
す
る
こ
と
無
く
、
血
気
の
駆
る
と
こ

ろ
、
唯
だ
嗜
慾
に
是
れ
徇
う
。
禽
獣
と
以
て
別
つ
無
き
な

り
。
今
や
事
ご
と
に
之
を
理
に
商
り
、
之
を
義
に
揆
る
。
合

す
れ
ば
則
ち
君
子
と
な
し
、
合
せ
ざ
れ
ば
則
ち
小
人
と
な

す
。
而
し
て
善
悪
の
名
、
始
め
て
指
す
可
し
。
曩
に
は
人
々

た
だ
己
を
利
せ
ん
こ
と
を
図
り
、
他
人
あ
る
を
知
ら
ず
。
今

や
利
害
禍
福
、
必
ず
衆
と
偕
に
し
、
自
か
ら
異
に
す
る
を
得

る
こ
と
無
し
。
一
三 

 

ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
社
会
契
約
を
結
び
「
自
然
状
態
」
か
ら

「
社
会
状
態
」
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
道

徳
性
や
理
性
を
人
々
は
獲
得
す
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
伴
い
、

「
義
務
の
呼
び
声
は
肉
体
的
衝
動
に
、
権
利
は
欲
望
に
入
れ
替
わ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
自
分
し
か
考
慮
し
な
か
っ
た
人
間

は
、
違
っ
た
原
則
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
自
分
の
好
み
に
従
う
前

に
理
性
に
図
」
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
一
四

。
兆
民
は
、
「
自
然
状

態
」
（lʼétat de nature

）
と
「
社
会
状
態
」
（lʼétat civil

）
を
そ

れ
ぞ
れ
「
天
世
」
と
「
人
世
」
と
訳
す
。
前
者
に
お
い
て
、
「
直

情
径
行
、
絶
え
て
自
か
ら
検
飭
す
る
こ
と
無
く
、
血
気
の
駆
る
と

こ
ろ
、
唯
だ
嗜
慾
に
是
れ
徇
う
」
人
々
は
、
「
禽
獣
」
と
規
定
さ

れ
る
。
後
者
で
は
、
み
な
が
「
事
ご
と
に
之
を
理
に
商
り
、
之
を

義
に
揆
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
「
民
約
」
を
結
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
「
義
」
や
「
理
」
に
物
事
（
「
利
」
）
を
は
か
る
能
力
を
獲

得
す
る
。
つ
ま
り
「
義
」
や
「
理
」
に
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
「
君
子
」
と
称
さ
れ
、
そ
う
で
は
な
い
「
利
」
の
み
を
追
求
す

る
者
は
「
小
人
」
と
称
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
人
々
が
「
利
」
の
み

を
追
求
す
る
「
直
情
径
行
」
た
る
「
禽
獣
」
の
域
に
在
る
の
は
、

「
邦
国
い
ま
だ
建
た
ざ
る
の
時
」
、
す
な
わ
ち
「
上
古
の
時
」
の

「
自
由
」
で
あ
る
「
天
命
の
自
由
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る

た
め
で
あ
っ
た
。
「
天
命
の
自
由
」
は
「
も
と
限
極
な
し
、
而
し

て
其
の
弊
や
、
交
ご
も
侵
し
互
に
奪
う
の
患
を
免
れ
」
な
い
た

め
、
「
咸
な
自
か
ら
其
の
天
命
の
自
由
を
棄
て
、
相
い
約
し
て
邦

国
を
建
て
制
度
を
作
り
、
以
て
自
か
ら
治
め
、
而
し
て
人
義
の
自

由
」
が
生
ま
れ
た
。
つ
ま
り
「
民
約
」
に
よ
っ
て
「
天
命
の
自

由
」
を
捨
て
、
「
人
義
の
自
由
」
を
獲
得
し
た
人
々
は
、
「
上
古
」

か
ら
脱
却
し
「
各
お
の
其
の
生
を
遂
げ
其
の
利
を
長
ず
る
を
得

る
」
一
五

。
こ
こ
で
兆
民
が
み
な
す
、
「
民
約
」
締
結
以
前
の
世
界

で
あ
る
「
邦
国
い
ま
だ
建
た
ざ
る
の
時
」
の
言
い
換
え
で
あ
る

「
上
古
」
と
は
、
儒
教
に
お
い
て
唐
虞
三
代
以
前
の
時
代
を
指

す
。
儒
教
が
描
く
上
古
は
、
人
々
が
家
を
建
て
ず
野
原
に
住
ん
で
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い
た
（
『
易
経
』
：
穴
居
而
野
処
）
よ
う
に
、
社
会
的
生
活
や
文
明

が
み
ら
れ
な
い
野
蛮
な
状
態
で
あ
っ
た
一
六

。
朱
熹
も
、
「
今
」
と

の
比
較
に
よ
っ
て
上
古
を
無
知
蒙
昧
な
人
々
が
暮
ら
す
世
界
と
み

な
す
一
七

。
そ
れ
ゆ
え
儒
教
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
を
脱
却
さ

せ
、
文
明
や
文
化
を
創
造
し
た
人
物
で
あ
る
聖
人
を
賛
美
し
、
唐

虞
三
代
に
絶
大
な
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
唐
虞
三
代
は
、

堯
・
舜
・
禹
、
そ
し
て
禹
に
始
ま
る
夏
王
朝
か
ら
殷
を
経
て
、
文

王
・
武
王
・
周
公
と
い
う
儒
教
が
理
念
と
す
る
聖
人
た
ち
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
た
周
王
朝
ま
で
の
時
代
を
指
す
。
例
え
ば
殷
の
湯
王

に
つ
い
て
『
書
経
』
に
は
、
「
聖
武
を
布
き
昭
か
に
し
、
虐
に
代

う
る
に
寛
を
以
て
し
、
兆
民
允
に
懐
く
」
（
伊
訓
）
と
あ
る
一
八

。

こ
の
際
、
天
子
の
位
に
は
有
徳
者
が
就
く
べ
き
で
あ
っ
た
（
血
統

に
よ
っ
た
世
襲
で
は
な
く
禅
譲
を
理
想
と
す
る
）
。
そ
の
嚆
矢
で

あ
る
堯
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

慎
ん
で
五
典
を
徽
め
し
め
、
五
典
克
く
従
へ
り
。
百
揆
に
納

れ
て
、
百
揆
時
れ
叙
せ
り
。
四
門
に
賓
せ
し
め
て
、
四
門
穆

穆
た
り
。
大
麓
に
納
れ
て
、
列
風
雷
雨
、
迷
は
ざ
り
き
。
帝

曰
く
、
「
格
れ
、
汝
舜
。
事
を
詢
り
言
を
考
ふ
る
に
、
乃
の

言
の
厎
に
可
く
績
す
る
三
載
な
り
。
汝
帝
位
に
陟
れ
」
と
。

舜
、
徳
に
譲
り
て
嗣
が
ず
。
一
九 

 

舜
は
も
と
も
と
官
位
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
聡
明

さ
が
堯
に
認
め
ら
れ
て
徳
に
基
づ
く
政
治
を
次
々
と
行
い
業
績
を

あ
げ
、
つ
い
に
は
摂
政
を
経
て
帝
位
に
就
い
た
。
舜
は
、
五
典
、

所
謂
る
五
常
を
資
質
と
し
て
有
し
て
お
り
帝
位
を
継
ぐ
者
に
相
応

し
い
と
堯
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、
暦
と
律
、
度
量
衡
を
統
一
し
、

さ
ら
に
は
祭
祀
や
葬
礼
を
は
じ
め
と
す
る
五
礼
を
定
め
た
二
〇

。

確
か
に
、
古
代
の
政
治
制
度
を
思
慕
す
る
『
孟
子
』
は
、
礼
楽
を

作
為
し
た
舜
も
か
つ
て
は
「
野
人
」
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ

た
と
み
な
す
が
二
一

、
堯
舜
を
天
性
の
ま
ま
に
善
き
政
治
を
実
現

す
る
、
聖
人
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
と
評
価
し
て
い
た

（
「
堯
・
舜
は
之
〔
仁
義
〕
を
性
に
す
る
な
り
」
）
二
二

。
ま
た
聖

人
は
、
上
古
た
る
野
蛮
状
態
を
公
明
正
大
で
平
和
な
世
界
へ
至
ら

せ
た
偉
大
な
事
業
の
達
成
者
で
あ
っ
た
た
め
、
儒
教
で
は
「
夫
れ

堯
・
舜
・
禹
は
、
天
下
の
大
聖
」
（
『
大
学
』
）
と
し
て
最
大
級
の

賛
辞
が
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
蒙
昧
な
上
古
と
い
う
時
代
と
の

比
較
に
よ
っ
て
唐
虞
三
代
は
、
そ
の
偉
大
さ
が
際
立
ち
儒
者
に
と

っ
て
の
賛
美
と
羨
望
の
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
儒
者
が
唐
虞
三
代

を
理
想
と
す
る
の
は
、
単
に
上
古
（
過
去
）
と
の
比
較
に
よ
る
だ

け
で
は
な
く
、
現
状
に
お
い
て
こ
う
し
た
治
世
が
失
わ
れ
て
い
る

た
め
で
も
あ
っ
た
二
三

。
つ
ま
り
、
唐
虞
か
ら
夏
・
殷
・
周
を
聖

人
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ
た
道
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
と
み
な
し
、

そ
の
後
を
道
が
失
わ
れ
た
時
代
と
し
て
両
者
を
質
的
に
断
絶
す
る
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と
こ
ろ
に
唐
虞
三
代
の
理
念
は
成
立
す
る
二
四

。
そ
れ
ゆ
え
儒
者

は
、
こ
の
治
世
を
「
古
典
古
代
」
で
あ
る
以
上
に
、
「
経
典
古

代
」
と
み
な
し
「
後
代
の
倣
う
べ
く
し
て
倣
い
え
ぬ
権
威
的
時

代
」
で
あ
る
と
考
え
る
二
五

。
周
を
最
後
に
「
唐
虞
三
代
」
の

「
道
」
は
実
現
し
て
い
な
い
が
、
善
き
政
治
を
回
復
す
る
た
め
に

も
そ
の
治
世
が
記
述
さ
れ
て
い
る
「
六
経
」
を
学
ぶ
こ
と
は
儒
者

に
と
っ
て
大
い
に
意
義
が
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
儒
教
的
な
尚
古
主
義
と
、
「
自
然
」
と
「
社
会
」
と

の
比
較
を
通
じ
て
過
去
（
「
自
然
」
）
に
理
想
を
求
め
た
ル
ソ
ー
の

態
度
は
期
せ
ず
し
て
一
致
す
る
、
と
後
世
の
知
識
人
は
捉
え
た
。

例
え
ば
陸
羯
南
は
『
近
時
政
論
考
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
看

破
し
て
い
る
。 

 

自
由
平
等
は
人
間
社
会
の
大
原
則
な
り
。
世
に
階
級
あ
る
の

理
な
く
、
人
爵
あ
る
の
理
な
く
、
礼
法
慣
習
を
守
る
べ
き
の

理
な
く
、
世
襲
権
利
あ
る
の
理
な
く
、
従
て
世
襲
君
主
あ
る

の
理
な
し
。
〔
中
略
〕
要
す
る
に
新
自
由
論
派
は
夫
の
ル
ー

ソ
ー
と
共
に
古
代
の
羅
馬
共
和
政
を
慕
ふ
こ
と
、
猶、
ほ、
漢
儒
、
、

が、
唐
虞
三
代

、
、
、
、
の、
道、
を、
慕、
ふ
が
、
、
如、
く
な
り
き

、
、
、
、
。
二
六 

 

兆
民
ら
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
『
東
洋
自
由
新
聞
』
を
フ
ラ

ン
ス
流
の
「
自
由
主
義
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
兆
民
が
主
宰
し
て

い
た
仏
学
塾
の
機
関
雑
誌
『
政
理
叢
談
』
（
『
訳
解
』
は
こ
こ
に
連

載
さ
れ
た
）
を
「
自
由
論
派
の
嚆
矢
」
で
あ
る
と
羯
南
は
み
な
す

二
七

。
こ
こ
で
い
う
「
自
由
論
派
」
と
は
兆
民
を
は
じ
め
板
垣
退

助
、
星
亨
な
ど
明
治
一
〇
年
代
に
自
由
党
周
辺
で
活
躍
し
た
人
々

を
指
し
、
現
状
の
「
東
洋
政
治
」
の
悪
弊
を
批
判
し
、
「
近
代
国

家
と
し
て
整
備
す
べ
き
憲
法
お
よ
び
議
会
制
度
の
基
礎
と
な
る
思

想
を
準
備
し
た
功
績
」
が
あ
る
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
二
八

。

そ
の
代
表
格
で
あ
る
「
ル
ー
ソ
ー
主
義
と
革
命
主
義
」
を
唱
道
し

た
『
政
理
叢
談
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ル
ー
ソ
ー
の
民
約
論
」
、
す

な
わ
ち
『
訳
解
』
は
羯
南
を
し
て
「
漢
儒
が
唐
虞
三
代
の
道
を
慕

ふ
が
如
く
」
と
想
起
さ
せ
た
。 

羯
南
の
こ
う
し
た
所
感
は
見
当
違
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

他
で
も
な
く
兆
民
自
身
が
『
訳
解
』
で
「
唐
虞
三
代
」
を
理
想
と

し
て
い
る
こ
と
を
「
堂
々
た
る
本
格
的
漢
文
」
で
書
か
れ
た

「
叙
」
に
お
い
て
二
九

、
宣
言
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
冒

頭
は
で
は
、
「
聖
人
の
教
え
を
垂
れ
法
を
示
す
や
、
六
経
炳
燿
と

し
て
、
日
月
と
光
を
争
う
。
人
倫
の
道
、
至
れ
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
道
徳
的
で
高
潔
な
存
在
（
「
日
月
と
光
を
争
う
」
：
司
馬
遷

『
史
記
』
が
出
典
）
で
あ
る
聖
人
に
よ
っ
て
垂
示
さ
れ
た
「
人
倫

の
道
」
が
、
永
遠
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
喝
破
さ
れ
て
い

る
。
兆
民
に
よ
る
と
、
聖
人
に
よ
る
「
政
」
は
「
夏
の
時
を
行

い
、
殷
の
輅
に
乗
り
、
周
の
冕
を
服
し
、
楽
は
則
ち
韶
舞
、
鄭
声
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を
放
ち
、
佞
人
を
遠
」
ざ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
論
語
』
（
衛
霊

公
）
を
出
典
と
す
る
こ
の
一
節
は
、
暦
は
夏
の
も
の
を
用
い
、
車

は
殷
の
時
代
の
質
素
な
も
の
に
乗
り
、
冠
は
い
ま
の
周
王
朝
の
整

っ
た
冕
を
被
る
こ
と
を
説
く
。
ま
た
、
音
楽
は
古
代
の
舜
王
の
舞

楽
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
た
め
、
鄭
の
声
楽
を
放
逐

し
、
弁
活
だ
け
の
人
物
を
遠
ざ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
〇

。
孔

子
が
、
夏
・
殷
・
周
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
な
文
明
を
有
す
る
と
意

識
し
て
い
た
こ
の
一
節
に
三
一

、
兆
民
は
「
政
な
る
も
の
は
時
と

推
移
」
す
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に

「
政
」
を
治
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
兆
民
が
強
調
す
る
の
は
、
「
人

情
」
に
逆
ら
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
訳
解
』
に

よ
れ
ば
「
人
情
」
に
従
っ
た
た
め
堯
・
舜
の
治
世
は
勃
興
し
、
反

対
に
燕
王
噲
は
「
人
情
」
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
没
落
し
た
。

先
述
の
と
お
り
、
堯
舜
の
王
朝
交
替
は
、
儒
教
が
理
想
と
す
る
禅

譲
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
同
様
に
禅
譲
で
君
位
を
譲
っ
た

燕
王
子
噲
の
場
合
、
儒
者
は
こ
れ
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
『
孟

子
』
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

沈
同
其
の
私
を
以
て
問
う
て
曰
く
、
「
燕
伐
可
き
か
」
と
。

孟
子
曰
く
、
「
可
な
り
。
子
噲
は
人
に
燕
を
与
ふ
る
こ
と
を

得
ず
。
子
之
は
燕
を
子
噲
に
受
く
る
こ
と
を
得
ず
。
此
に
仕

ふ
る
も
の
有
り
。
而
し
て
子
之
を
悅
び
、
王
に
告
げ
ず
し

て
、
私
か
に
之
に
吾
子
之
祿
爵
を
与
へ
、
夫
の
士
や
、
亦
王

の
命
無
く
し
て
、
私
か
に
之
を
子
に
受
け
な
ば
、
則
ち
可
な

ら
ん
か
。
何
を
以
て
是
に
異
な
ら
ん
や
」
と
。
三
二 

 

論
点
は
、
「
天
命
」
の
有
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
命
」
が
無

い
状
態
で
勝
手
に
禅
譲
を
行
う
こ
と
は
「
私
」
に
他
な
ら
な
い
行

為
で
あ
っ
た
た
め
、
燕
の
討
伐
は
正
当
で
あ
っ
た
と
『
孟
子
』
は

主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
禅
譲
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
背
景
に
「
天
命
」
が
な
け
れ
ば
王
位
の
継
承
は
認
め
ら

れ
な
い
。
一
方
で
、
堯
か
ら
舜
、
舜
か
ら
禹
へ
の
交
替
（
禅
譲
）

と
は
異
な
り
、
禹
が
実
子
の
啓
に
天
子
を
譲
っ
て
以
降
、
そ
の
子

孫
た
ち
に
よ
っ
て
世
襲
相
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
こ
れ
が
夏

王
朝
に
つ
な
が
る
）
三
三

。
禅
譲
で
は
な
く
世
襲
に
つ
い
て
『
孟

子
』
は
、
世
襲
に
よ
る
禹
以
降
の
王
朝
が
徳
を
喪
失
し
た
の
か
と

い
う
万
章
の
問
に
対
し
て
、
禅
譲
で
あ
れ
世
襲
で
あ
れ
、
そ
れ
は

「
天
意
」
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
関
係
な
い
と
否
定
す
る
三
四

。
禹

が
「
天
命
」
に
基
づ
い
て
子
へ
の
世
襲
と
い
う
方
法
で
王
位
を
継

承
さ
せ
た
こ
と
（
禹
は
子
に
伝
え
て
万
世
帝
王
の
法
と
為
る
）
を

評
価
す
る
兆
民
も
三
五

、
『
孟
子
』
の
こ
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
兆
民
に
お
い
て
、
「
人
情
」
に
逆
ら
わ
な
い
民

意
に
基
づ
い
た
政
治
は
、
天
意
に
則
る
儒
教
で
最
も
理
想
的
な
治

世
に
適
う
。
事
実
、
兆
民
は
『
孟
子
』
の
「
訴
獄
と
謳
歌
と
、
亦
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た
以
て
民
心
の
嚮
う
所
を
見
る
に
足
る
」
を
引
用
し
て
、
「
民
心

の
嚮
う
所
を
見
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
な
お
『
孟

子
』
は
こ
の
一
節
と
、
『
書
経
』
の
「
天
の
視
る
は
我
が
民
の
視

る
に
自
り
、
天
の
聴
く
は
我
が
民
の
聴
く
に
自
る
」
と
絡
め
て
論

じ
て
い
る
よ
う
に
三
六

、
兆
民
の
念
頭
に
は
明
ら
か
に
儒
教
的
な

「
民
本
」
思
想
が
あ
っ
た
三
七

。 

こ
の
よ
う
に
兆
民
は
、
「
天
意
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
時
機

に
応
じ
た
「
人
情
」
の
「
政
」
へ
の
反
映
を
何
よ
り
も
重
視
し
て

い
た
三
八

。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
。
「
国
会
」
を
置
け
ば
よ
い
。
つ
ま
り
「
国
会
」
と

は
、
「
民
志
を
通
じ
、
禍
乱
を
未
だ
萌
さ
ざ
る
に
防
ぐ
」
こ
と
が

で
き
る
、
公
平
で
平
和
な
唐
虞
三
代
の
制
度
的
反
映
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
兆
民
に
と
っ
て
の
唐
虞
三
代
は
、
ル
ソ
ー
の
枠
組
み

を
整
理
す
る
た
め
の
概
念
装
置
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後

の
日
本
が
進
む
べ
き
道
で
も
あ
っ
た
三
九

。 

 三 

「
立
法
者
」
と
「
聖
人
」 

 

か
つ
て
の
「
自
然
」
に
替
わ
る
新
た
な
政
治
社
会
と
し
て
ル

ソ
ー
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
の
が
、
「
法
」
（loi

）
の
支
配
に
基

づ
く
「
共
和
国
」
（R

épublique

）
の
設
立
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
人
民
自
ら
が
作
っ
た
一
般
意
志
の
表
象
で
あ
る
「
法
」
に
自

ら
が
従
う
と
い
う
「
自
由
」
（liberté

）
と
、
そ
れ
ゆ
え
誰
か
ら

の
支
配
も
受
け
な
い
「
平
等
」
（égalité

）
が
達
成
さ
れ
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ル
ソ
ー
は
、
人
民
の
一
般
意
志
の
反
映
で

あ
る
「
法
」
を
彼
ら
自
身
で
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
作
業
で
あ

る
と
み
な
し
て
い
た
。
「
結
果
を
原
因
に
変
え
る
」
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
制
度
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
る
は
ず
の
精
神
が
、
あ
ら
か

じ
め
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
」
四
〇

を
克
服
す

る
た
め
に
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
の
が
「
立
法
者
」

（L
égislateur

）
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
第
二

編
第
六
章
に
お
い
て
「
盲
目
の
群
衆
は
、
何
が
自
分
た
ち
に
利
益

と
な
る
か
」
、
あ
る
い
は
「
何
を
欲
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
状

態
に
あ
る
と
規
定
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 

個
々
人
は
利
益
が
分
か
っ
て
も
こ
れ
を
排
斥
し
、
公
衆
は
善

を
望
ん
で
も
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
。
両
者
と
も
等
し
く
指
導

を
必
要
と
し
て
い
る
。
個
々
人
に
つ
い
て
は
彼
ら
の
意
志
を

理
性
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
に
強
制
し
、
公
衆
に
つ
い
て
は
、

何
を
望
む
か
を
知
る
こ
と
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
時
、
公
衆
が
賢
く
な
る
と
、
社
会
の
な
か
に
、
悟
性
と
意

志
の
合
一
が
表
れ
、
そ
の
結
果
、
各
部
分
の
正
確
な
協
力
が

生
じ
、
最
後
に
、
全
体
の
最
大
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
。
四
一 
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個
々
（particuliers

）
、
あ
る
い
は
全
体
（public

）
の
次
元
に

お
い
て
人
々
は
、
何
が
善
（bien

）
で
あ
る
の
か
を
理
解
で
き
な

い
た
め
、
彼
ら
を
指
導
す
る
「
立
法
者
」
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の

際
、
「
立
法
者
」
に
求
め
ら
れ
る
素
質
は
「
人
間
性
を
変
え
得
る

こ
と
、
自
ら
完
全
な
孤
立
し
た
一
つ
の
全
体
を
な
す
各
個
人
を
、

こ
の
個
人
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で
生
命
と
存
在
を
与
え
る
一
つ
の

よ
り
大
き
な
全
体
の
一
部
に
変
え
る
こ
と
、
我
々
が
自
然
か
ら
受

け
た
孤
立
の
肉
体
的
生
存
を
、
部
分
的
・
精
神
的
生
存
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
信
」
を
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
「
立
法
者
は
人
間
か
ら
固
有
の
力
を
奪
い
、
そ
れ
ま

で
人
間
に
無
縁
で
あ
っ
た
力
、
他
人
の
援
助
が
な
け
れ
ば
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
力
」
を
人
々
に
与
え
る
超
越
的
な
存
在
で
あ

る
四
二

。
固
よ
り
人
々
に
お
い
て
特
殊
意
志
・
全
体
意
志
か
ら
一

般
意
志
を
導
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
限
り
、
「
立
法
者
」
は
彼
ら

の
「
習
俗
、
慣
習
、
こ
と
に
世
論
」
に
注
目
し
て
「
法
」
（loi

）

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
人
々
の
主
観
か
ら
乖

離
し
な
い
客
観
的
な
一
般
意
志
は
形
成
さ
れ
る
。 

「
立
法
者
」
を
具
体
的
に
展
開
さ
せ
る
第
二
編
第
七
章
以
降

を
割
愛
し
た
『
訳
解
』
で
は
あ
っ
た
が
、
「
立
法
者
」
の
存
在
は

同
書
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
兆
民
は
こ
れ
を
「
制
作

者
」
と
訳
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。 

 

凡
そ
民
の
お
の
お
の
其
の
私
を
顧
る
や
、
目
よ
く
公
益
を
見

る
も
或
は
肯
て
之
を
取
ら
ず
。
而
し
て
其
の
意
を
協
え
事
を

議
す
る
や
、
心
、
実
に
公
益
を
欲
す
る
も
或
は
之
を
見
る
こ

と
能
わ
ず
。
是
を
以
て
、
目
に
公
益
を
見
る
者
は
、
之
を
し

て
其
の
智
の
見
る
所
に
因
り
て
必
ず
之
を
行
わ
し
め
ざ
る
可

か
ら
ず
。
心
に
公
益
を
欲
す
る
者
は
、
之
を
し
て
其
の
益
の

存
す
る
所
を
識
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
夫
れ
是
の
如
く
、

然
し
て
後
ち
衆
智
、
明
か
に
し
て
、
志
、
行
と
副
う
。
然
し

て
後
ち
民
あ
い
輯
和
し
、
邦
基
堅
固
な
り
。
此
の
数
者
は
皆

な
、
制
作
者
を
須
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
四
三 

 

こ
の
訳
出
は
、
「
立
法
者
」
の
姿
の
一
端
を
明
瞭
に
描
い
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
訳
出
に
対
し
て
兆
民
が
付
し
た
解
説
は
原
著

の
主
旨
か
ら
逸
脱
す
る
。 

 

律
例
を
建
立
す
る
は
民
の
事
に
し
て
、
律
例
を
造
為
す
る
は

制
作
者
の
事
な
り
。
蓋
し
制
作
者
は
民
の
托
を
受
け
て
律
例

を
制
為
し
、
之
を
民
に
授
く
。
民
は
従
い
て
著
し
て
邦
典
と

為
す
。
是
れ
知
る
、
律
例
は
制
作
者
の
手
に
成
る
と
雖
も
、

之
を
採
用
す
る
と
否
と
は
独
り
民
の
任
ず
る
と
こ
ろ
、
他
人

は
与
る
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
を
。
四
四 
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ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
は
、
人
間
の
本
質
を
高
次
回
復
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
、
人
々
の
叡
智
を
遙
か
に
超
越
す
る
者
で
あ
っ

た
が
、
兆
民
の
「
制
作
者
」
像
に
こ
の
よ
う
な
観
点
は
な
い
。

「
制
作
者
」
は
、
ま
ず
「
民
」
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
「
律
例
」

を
作
成
し
、
こ
れ
を
人
々
に
提
示
し
た
う
え
で
「
民
」
が
こ
れ
を

採
用
す
る
か
否
か
の
権
利
を
有
す
る
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
最
終
的
に
「
民
」
に
委
ね
ら
れ
る
「
律
例
」
採
用
の
可
否
こ

そ
が
、
兆
民
に
と
っ
て
譲
歩
で
き
な
い
「
民
権
」
に
他
な
ら
な
か

っ
た
四
五

。
こ
う
し
た
考
え
方
は
既
に
、
「
民
権
論
」
（
明
治
一
一

年
八
月
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
「
民
権
」
は
、

「
国
の
大
事
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
民
に
よ
っ
て

「
操
」
ら
れ
る
、
歴
史
的
所
産
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
の
「
上
古
の
民
」
は
、
「
国
家
の
務
の
己
れ

に
出
づ
る
に
非
ず
と
な
す
こ
と
猶
お
嬰
児
の
知
な
き
が
ご
と
し
」

の
た
め
、
「
民
権
」
を
握
る
こ
と
は
彼
ら
に
お
い
て
不
可
で
あ
っ

た
。
「
政
教
は
体
」
で
「
民
権
は
用
」
で
あ
る
以
上
、
は
じ
め
に

「
政
教
」
を
確
立
す
る
「
英
傑
」
が
率
先
し
て
制
度
を
整
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
最
近
の
日
本
に
お
い
て
は
「
天
子
明

聖
、
宰
相
百
僚
皆
一
世
の
英
傑
な
り
、
頃
者
府
県
会
議
を
創
設

し
、
将
に
以
て
衆
庶
を
し
て
漸
く
郡
国
の
事
務
に
習
ま
し
め
ん

と
」
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
態
が
続
け
ば
今
後
、
「
制
度
益
々

備
わ
り
文
芸
益
々
進
」
む
こ
と
が
で
き
る
と
の
期
待
が
表
明
さ
れ

て
い
る
。
制
度
文
芸
が
整
う
た
め
に
は
、
段
階
的
に
物
事
を
解
決

し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
決
し
て
「
卵
を
見
て
時
夜
を
求

む
る
」
（
せ
っ
か
ち
に
結
果
を
求
め
る
）
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
現
状
、
人
々
は
「
民
権
」
を
「
操
」
る
こ
と
が
で
き
な
い

な
ら
ば
、
「
英
傑
」
が
そ
う
し
た
土
壌
を
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
。
「
英
傑
」
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
上
古
」
の
世
界
か
ら
脱
し

「
民
権
」
を
握
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
政
教
具
り
て
後

民
権
盛
隆
」
た
り
う
る
。
な
お
、
「
上
古
」
が
「
英
傑
」
に
よ
っ

て
脱
却
さ
れ
る
と
の
認
識
は
、
明
治
八
年
前
後
に
島
津
久
光
に
献

策
し
た
「
策
論
」
の
第
七
策
に
お
い
て
、
「
国
ノ
草
創
ニ
在
テ
ハ

英
傑
制
度
ヲ
造
リ
、
既
ニ
開
ク
ル
ニ
及
ン
デ
ハ
制
度
英
傑
ヲ
造
ク

ル
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
日
本
に
お
い
て
教
化
は
既
に
広
く

浸
透
し
誰
し
も
が
礼
節
を
知
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
一
定
ノ
憲

制
猶
未
立
タ
ザ
レ
バ
、
則
チ
之
ヲ
草
創
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
一
定
ノ
憲
制
」
を
建
立
す
る
に
あ
た
り
、
「
一
人
ノ
理
勢

ニ
達
シ
テ
且
守
ル
所
有
ル
者
ヲ
得
」
る
「
英
傑
」
が
必
要
で
あ
っ

た
。
こ
の
際
に
強
調
さ
れ
る
「
憲
制
ヲ
立
ツ
ル
ハ
才
識
有
ル
者
ニ

非
ザ
レ
バ
不
可
」
で
あ
る
と
の
文
言
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
ロ

ー
マ
盛
衰
史
論
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
自
身
が
『
社
会

契
約
論
』
の
第
七
章
「
立
法
者
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
援
用
し

て
い
た
。
要
す
る
に
、
兆
民
は
「
立
法
者
」
を
モ
デ
ル
に
、
第
七

策
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
英
傑
」
を
描
い
て
い
る
。 
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ま
た
兆
民
は
他
の
著
作
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
立

法
者
」
を
儒
教
の
聖
人
と
同
列
に
論
じ
て
い
た
（
「
国
会
論
」
）
。

問
答
形
式
に
よ
る
こ
の
著
作
は
、
普
通
選
挙
を
説
く
「
漸
進
家
」

が
、
西
洋
の
制
度
を
た
だ
模
倣
す
る
だ
け
で
は
「
真
の
制
作
家
」

で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
「
正
理
」
や
「
公
道
」
に
そ
れ
が
合
致
し

て
い
る
の
か
を
吟
味
す
る
必
要
性
を
説
く
四
六

。
「
漸
進
家
」
は
続

け
て
、
こ
う
し
た
「
制
作
家
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
聖
人
の
周
公

旦
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
ロ
ン
や
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
な
ど
を
列
挙
し

た
う
え
で
、
彼
ら
を
「
脳
髄
中
に
於
て
咀
嚼
醞
熟
し
茲
に
以
て
彼

の
炳
々
烺
々
当
代
を
照
燭
し
後
世
に
軒
昴
す
る
一
大
典
章
を
制

作
」
し
た
者
で
あ
る
と
定
義
す
る
四
七

。
こ
の
よ
う
に
兆
民
は
、

「
正
理
」
や
「
公
道
」
に
適
し
た
制
度
を
作
り
上
げ
る
「
制
作

家
」
を
、
礼
楽
刑
政
を
作
為
し
上
古
か
ら
脱
却
さ
せ
た
聖
人
に
重

ね
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
理
解
し
て
い
た
。 

し
か
し
『
訳
解
』
で
は
、
上
古
の
よ
う
な
蒙
昧
な
存
在
と
し

て
「
民
」
を
位
置
付
け
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
制
作
者
」
が
言

及
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
『
訳
解
』
で
は
「
制
作
者
」
に
よ
っ

て
で
は
な
く
「
民
」
が
自
ら
「
民
権
」
を
と
り
得
る
と
考
え
る
の

で
あ
っ
た
。
「
国
会
」
の
開
設
が
約
束
さ
れ
、
ま
さ
に
「
政
教
」

が
完
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
時
に
お
い
て
、
兆
民
の
課
題
は

「
英
傑
」
が
い
か
に
制
度
を
設
計
す
る
の
か
で
は
な
く
、
人
々
が

「
民
権
」
を
行
使
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
言
い
換
え
る

と
「
国
会
」
に
お
け
る
「
民
」
の
振
る
舞
い
如
何
を
模
索
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
四
八

。 

 

四 

儒
教
、
荘
子
、
ル
ソ
ー 

 

兆
民
は
、
「
自
然
状
態
」
か
ら
「
社
会
状
態
」
の
変
化
を
上
古

か
ら
唐
虞
三
代
の
治
世
の
変
化
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
『
社
会
契
約

論
』
の
論
旨
を
描
い
て
い
た
。
こ
の
際
、
「
民
約
」
を
結
ぶ
主
体

は
、
あ
た
か
も
儒
教
に
お
け
る
聖
人
の
如
く
振
る
舞
う
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
古
（
自
然
状
態
）
か
ら

唐
虞
三
代
（
社
会
状
態
）
へ
至
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
思
想
の
注
意
深
い
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
の

証
左
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
『
学
問
芸
術
論
』
と
『
人
間

不
平
等
起
源
論
』
に
対
す
る
理
解
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
訳
解
』

の
解
説
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。 

 

上
古
の
時
、
邦
国
い
ま
だ
建
た
ず
、
制
度
い
ま
だ
設
け
ず
、

人
び
と
意
を
肆
に
し
て
生
を
為
し
、
人
の
約
束
を
受
く
る
こ

と
無
し
。
自
由
権
も
っ
と
も
盛
ん
な
る
候
な
り
。
邦
国
す
で

に
建
ち
、
制
度
す
で
に
設
け
ら
る
る
に
及
ん
で
は
、
尊
卑
常

あ
り
、
貧
富
別
あ
り
、
復
た
上
古
の
人
の
意
を
肆
に
し
て
生

を
為
す
が
如
く
な
ら
ず
。
即
ち
帝
王
の
貴
き
、
威
福
自
由
な
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り
と
雖
も
、
往
々
に
し
て
外
は
強
臣
の
脅
す
所
と
な
り
、
内

は
媟
嬖
の
制
す
る
所
と
な
り
、
動
れ
ば
意
の
如
く
な
ら
ず
。

庸
人
の
家
に
居
り
て
頗
る
自
か
ら
恣
に
す
る
に
比
し
て
、
或

は
劣
る
こ
と
有
り
。
復
た
能
く
自
由
権
を
有
す
る
に
非
ざ
る

な
り
。
四
九 

 

国
家
や
制
度
の
設
立
に
伴
い
、
「
尊
卑
常
あ
り
、
貧
富
別
あ

り
」
の
状
態
に
至
る
と
い
う
理
解
は
、
兆
民
自
身
が
断
っ
て
い
る

よ
う
に
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
（
『
訳
解
』
は
「
不
平
等
論
」

と
訳
す
」
）
の
解
説
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
『
学
問
芸
術
論
』
の

兆
民
に
よ
る
部
分
訳
『
非
開
化
論
』
に
お
い
て
も
、
原
著
、
さ
ら

に
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
の
内
容
を
的
確
に
理
解
し
て
い
た

こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

昔
ハ
智
竇
ノ
未
ダ
開
ケ
ザ
ル
、
機
心
ノ
未
ダ
生
ゼ
ザ
ル
、
人

ノ
最
モ
尊
重
セ
シ
所
ハ
天
賦
自
由
ノ
徳
ニ
過
グ
ル
モ
ノ
莫

シ
、
智
竇
一
タ
ビ
開
ケ
機
心
一
タ
ビ
生
ズ
ル
ニ
及
ビ
テ
ヤ
、

百
般
ノ
需
用
随
フ
テ
発
シ
テ
、
人
ヲ
シ
テ
復
タ
自
ラ
艸
居
穴

処
ノ
生
ニ
安
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ラ
シ
ム
、
是
ニ
於
テ
乎
政
府

ト
云
ヒ
法
律
ト
云
ヒ
随
フ
テ
其
間
ニ
起
リ
、
又
彼
ノ
文
芸
ナ

ル
者
ノ
出
ヅ
ル
有
リ
五
〇 

 

「
智
竇
」
の
発
達
や
「
機
心
」
の
発
生
に
よ
っ
て
、
最
も
貴

重
さ
れ
る
べ
き
「
天
賦
自
由
ノ
徳
」
が
喪
わ
れ
、
人
々
に
お
い
て

は
か
つ
て
の
よ
う
な
「
艸
居
穴
処
ノ
生
ニ
安
ズ
ル
」
営
み
は
不
可

能
と
な
っ
た
。
『
訳
解
』
で
は
否
定
的
な
言
説
で
あ
っ
た
上
古
的

生
活
（
『
易
経
』
：
穴
居
而
野
処
）
が
、
こ
こ
で
は
肯
定
的
な
営
み

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
最
も
貴
重
さ
れ
る

「
天
賦
自
由
ノ
徳
」
が
「
百
般
ノ
需
用
随
フ
」
に
連
れ
て
堕
落
し

た
と
訳
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
は
『
人
間
不
平
等
起
源

論
』
と
『
学
問
芸
術
論
』
の
論
理
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
。
そ

も
そ
も
『
学
問
芸
術
論
』
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
課

題
「
学
問
と
芸
術
の
再
興
は
習
俗
の
純
化
に
寄
与
し
た
か
」
（Si 

le rétablissem
ent des Sciences et des A

rts a contribué à 

épurer les m
œ

urs

）
に
応
答
し
た
ル
ソ
ー
の
デ
ヴ
ュ
ー
論
文
で

あ
り
、
彼
自
身
は
こ
の
設
問
に
対
し
て
否
定
で
答
え
る
。
た
だ

し
、
ル
ソ
ー
は
「
文
芸
学
術
」
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
「
道
徳
的
な
進
歩
」
が
伴
っ
て
い
れ
ば

肯
定
し
得
る
と
考
え
て
い
た
五
一

。
し
か
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以

降
の
近
代
学
芸
に
お
い
て
こ
う
し
た
現
象
は
認
め
ら
れ
な
い
た

め
、
同
書
で
は
本
来
人
々
が
有
し
て
い
る
「
徳
」
の
堕
落
に
起
因

す
る
元
凶
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
人

間
は
「
自
然
状
態
」
か
ら
「
社
会
状
態
」
へ
移
行
す
る
に
つ
れ
て

堕
落
し
て
い
く
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
こ
の
点
は
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後
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
さ
ら
に
論
証
さ
れ
る
）
、
「
文
芸

学
術
」
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
以
前
の
人
間
の
本
質
が
賛
美
の
対
象

と
な
る
（
自
然
へ
の
回
帰
）
。 

『
学
問
芸
術
論
』
・
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
と
『
社
会
契
約

論
』
の
い
う
「
自
然
」
の
意
味
内
容
を
異
に
す
る
か
た
ち
で
ル
ソ

ー
は
使
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
が
『
非
開
化
論
』
で

「
昔
」
を
「
天
賦
自
由
ノ
徳
」
が
発
揮
さ
れ
「
智
竇
ノ
未
ダ
開
ケ

ザ
ル
、
機
心
ノ
未
ダ
生
ゼ
ザ
ル
」
世
界
と
し
て
描
く
の
は
正
し

い
。
そ
れ
は
先
行
研
究
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
み
ら
れ

る
「
機
心
」
と
い
う
『
荘
子
』
（
天
地
篇
）
に
由
来
す
る
言
葉
を

使
用
し
て
い
る
こ
と
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
五
二

。
『
荘
子
』
に

は
、
甕
を
用
い
て
井
戸
と
畑
を
往
復
し
て
い
る
た
め
「
搰
搰
然
と

し
て
力
を
用
う
る
こ
と
甚
だ
多
く
し
て
、
功
を
見
る
こ
と
寡
し
」

と
い
う
非
効
率
に
思
わ
れ
る
作
業
を
し
て
い
る
老
人
に
関
す
る
逸

話
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
子
貢
は
、

「
一
日
に
百
畦
を
浸
す
」
便
利
な
機
械
を
提
供
し
て
み
せ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
老
人
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。 

 

機
械
有
る
者
は
、
必
ず
機
事
有
り
。
機
事
有
る
者
は
、
必
ず

機
心
有
り
。
機
心
胸
中
に
存
す
れ
ば
、
則
ち
純
白
備
わ
ら

ず
。
純
白
備
わ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
神
生
定
ま
ら
ず
。
神
生
定

ま
ら
ざ
る
者
は
、
道
の
載
ら
ざ
る
所
な
り
。
五
三 

 

老
人
が
便
利
な
機
械
を
使
う
こ
と
を
拒
否
す
る
の
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
仕
掛
け
の
心
、
す
な
わ
ち
悪
知
恵
（
機
心
）
が
生
じ
、

純
白
の
徳
を
欠
く
と
の
懸
念
を
抱
い
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ル

ソ
ー
に
よ
る
と
、
「
人
々
が
つ
な
が
れ
て
い
る
鉄
鎖
の
上
に
花
飾

り
を
ひ
ろ
げ
」
る
「
学
問
、
文
学
、
芸
術
」
は
、
「
根
源
的
自
由

の
感
情
を
押
し
殺
し
、
彼
ら
に
そ
の
奴
隷
状
態
を
好
ま
せ
、
彼
ら

を
も
っ
て
文
明
国
民
と
称
さ
せ
る
」
の
に
は
十
分
で
あ
っ
た

五
四

。
「
学
問
、
文
学
、
芸
術
」
（les sciences, les lettres et les 

arts

）
が
「
根
源
的
自
由
」
（liberté originelle

）
を
堕
落
さ
せ

る
契
機
で
あ
る
と
み
な
す
ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
人
間
の
知
的
営
為

に
対
す
る
根
本
的
不
信
を
表
明
す
る
『
荘
子
』
の
思
想
と
実
に
相

性
が
よ
か
っ
た
五
五

。
つ
ま
り
、
『
学
問
芸
術
論
』
の
議
論
か
ら

『
荘
子
』
を
想
起
し
た
兆
民
は
、
『
荘
子
』
的
世
界
像
を
通
し
て

ル
ソ
ー
の
思
想
を
読
み
理
解
し
た
と
い
え
る
五
六

。
例
え
ば
『
荘

子
』
に
は
、
「
民
に
は
常
性
有
り
、
織
り
て
衣
、
耕
し
て
食
う
」

と
い
う
理
想
的
な
「
至
徳
の
世
」
が
か
つ
て
実
現
し
て
い
た
と
あ

る
。 

 

至
徳
の
世
は
、
其
の
行
く
こ
と
填
填
た
り
、
其
の
視
る
こ
と

顛
顛
た
り
。
是
の
時
に
当
た
り
て
や
、
山
に
蹊
隧
无
く
、
沢

に
舟
梁
无
く
、
万
物
群
生
し
、
其
の
郷
に
連
属
し
、
禽
獣
群
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を
成
し
、
草
木
遂
長
す
。
是
の
故
に
禽
獣
は
係
覊
し
て
遊
ぶ

可
く
、
鳥
鵲
の
巣
は
攀
援
し
て
闚
う
可
し
。
夫
れ
至
徳
の
世

は
、
同
じ
く
禽
獣
と
居
り
、
族
ま
り
て
万
物
と
並
ぶ
。
悪
ん

ぞ
君
子
小
人
を
知
ら
ん
や
。
同
乎
と
し
て
无
知
な
り
、
其
の

徳
離
れ
ず
、
同
乎
と
し
て
无
欲
な
り
、
是
を
素
樸
と
謂
う
。

素
樸
に
し
て
民
の
性
得
ら
る
。
聖
人
に
至
る
に
及
ん
で
、
蹩

躠
し
て
仁
を
為
し
、
踶
跂
し
て
義
を
為
し
て
、
天
下
始
め
て

疑
う
。
澶
漫
し
て
楽
を
為
し
、
摘
僻
し
て
礼
を
為
し
て
、
天

下
始
め
て
分
か
る
。
五
七 

 

「
至
徳
の
世
」
に
お
い
て
人
々
は
必
要
最
低
限
度
の
水
準
で

生
活
し
て
お
り
、
山
川
草
木
の
な
か
禽
獣
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い

た
（
た
だ
し
ル
ソ
ー
が
想
定
す
る
「
自
然
」
に
お
い
て
人
々
は
、

「
群
」
を
成
さ
な
い
）
。
ま
た
、
人
々
に
お
い
て
は
「
君
子
」
や

「
小
人
」
の
よ
う
な
階
級
も
存
在
せ
ず
、
「
无
知
」
や
「
无
欲
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
素
樸
」
（
先
に
い
う
「
純
白
」
な
徳
）
と
し

て
賛
美
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
聖
人
」
の
登
場
に
よ

っ
て
、
「
仁
」
や
「
義
」
が
生
じ
、
「
天
下
」
を
堕
落
さ
せ
る
。

『
荘
子
』
は
、
儒
教
で
文
化
の
創
造
者
と
さ
れ
る
「
聖
人
」
を

「
至
徳
の
世
」
を
堕
落
さ
せ
た
元
凶
と
し
、
そ
れ
以
前
の
君
子
・

小
人
の
別
の
な
い
平
等
な
世
を
礼
賛
す
る
。
ル
ソ
ー
も
ま
た
『
人

間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
「
自
然
」
か
ら
乖
離
し
た
「
文

明
」
の
有
様
を
次
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
た
。 

 

人
間
が
そ
の
自
然
に
か
な
っ
た
あ
り
方
か
ら
し
て
残
酷
で
、

こ
れ
を
和
ら
げ
る
た
め
に
政
治
機
構
が
必
要
な
の
だ
、
な
ど

と
性
急
に
結
論
し
た
人
た
ち
が
い
た
の
は
、
観
念
を
十
分
に

区
別
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
部
族
が
す
で
に
最
初
の
自
然
状
態
か

ら
ど
れ
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
い
た
の
か
を
注
意
し
て
も
み
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
初
的
状
態
に
お
け
る

人
間
ほ
ど
や
さ
し
い
存
在
は
ほ
か
に
な
い
。
こ
の
と
き
人
間

は
、
自
然
に
よ
っ
て
野
獣
の
愚
か
さ
か
ら
も
文
明
人
の
忌
ま

わ
し
い
知
識
か
ら
も
等
し
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
お

り
、
本
能
と
理
性
に
よ
っ
て
自
分
を
脅
か
す
害
悪
か
ら
身
を

守
る
こ
と
し
か
し
な
い
。
自
然
に
か
な
っ
た
憐
れ
み
の
情
に

よ
っ
て
、
誰
に
も
害
悪
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
ひ
き
と
め
ら

れ
て
お
り
、
害
悪
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
何
も
や
り
返
そ

う
と
は
し
な
い
。
五
八 

 

「
自
然
状
態
」
に
お
い
て
は
、
「
野
獣
の
愚
か
さ
」
や
「
文
明

人
の
忌
ま
わ
し
い
知
識
」
（la stupidité des brutes et des 

lum
ieres funestes de lʼhom

m
e civil

）
か
ら
遠
く
離
れ
た
位
置

に
あ
る
、
「
自
然
に
か
な
っ
た
憐
れ
み
の
情
」
（la pitié 

naturelle
）
に
よ
っ
て
平
和
な
世
界
が
実
現
し
て
い
た
。
し
か
し
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一
た
び
、
「
自
然
」
（nature

）
を
残
酷
な
も
の
と
み
な
し
、
こ
れ

を
和
ら
げ
る
た
め
に
「
政
治
機
構
」
（police

）
を
作
り
だ
し
た

が
た
め
に
か
つ
て
の
「
原
初
的
状
態
」
（état prim

itif

）
に
回
帰

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
『
荘
子
』
（
繕
性
篇
）
の
次
の
一

節
は
、
同
様
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
。 

古
の
人
は
、
混
芒
の
中
に
在
り
て
、
一
世
と
与
に
し
て
澹
漠

を
得
た
り
。
是
の
時
に
当
た
り
て
や
、
陰
陽
和
静
し
、
鬼
神

擾
さ
ず
、
四
時
節
を
得
、
万
物
傷
わ
れ
ず
、
群
生
夭
せ
ず
。

人
に
知
有
り
と
雖
も
、
之
を
用
う
る
所
无
し
。
此
を
之
至
一

と
謂
う
。
是
の
時
に
当
た
り
て
や
、
之
を
為
す
莫
く
し
て
常

に
自
然
な
り
。
〔
中
略
〕
徳
又
た
下
衰
し
て
、
唐
虞
の
始
め

て
天
下
を
為
む
る
に
及
ぶ
。
治
化
の
流
れ
を
興
こ
し
、
淳
を

澆
く
し
朴
を
散
じ
、
道
を
離
れ
て
以
て
善
と
し
、
徳
を
険
し

く
し
て
以
て
行
う
。
五
九 

 

全
て
の
物
が
健
や
か
に
成
長
し
て
い
た
「
古
」
に
お
い
て

は
、
「
知
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
人
々
は
そ
れ
ら
を
用
い
る
必
要

の
な
い
「
至
一
」
が
実
現
し
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
誰
一

人
、
上
位
に
あ
っ
て
作
為
を
弄
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
万
物
が
自

生
し
て
い
た
。
し
か
し
、
尭
・
舜
の
治
世
で
は
、
人
々
の
淳
厚
な

真
心
や
素
朴
な
本
性
（
先
の
「
純
白
」
）
は
雲
散
霧
消
し
、
「
道
」

か
ら
離
れ
て
お
き
な
が
ら
そ
れ
を
「
善
」
と
称
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
は
、
「
至
一
」
（
先
の
「
至
徳
の
世
」
）
か

ら
聖
人
の
治
世
へ
の
移
行
を
、
「
道
」
が
質
的
に
断
絶
し
て
い
く

過
程
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
世
は
道
を
喪
い
、
道
は
世
を

喪
う
。
世
と
道
と
交
も
相
い
喪
う
な
り
」
と
現
在
に
お
い
て
、
か

つ
て
の
「
道
」
の
回
復
は
断
念
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』

は
、
唐
虞
三
代
と
は
質
的
に
断
絶
し
た
世
と
し
て
、
「
至
徳
の

世
」
「
至
一
」
を
理
想
と
す
る
よ
う
に
、
儒
教
に
お
け
る
聖
人
の

登
場
に
伴
う
文
化
的
事
業
の
発
展
を
非
難
の
対
象
と
す
る
。
か
く

し
て
兆
民
は
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
論
理
を
『
学
問
芸
術
論
』
に

適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」
か
ら
の
堕
落
過

程
を
的
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
た
。 

兆
民
が
『
学
問
芸
術
論
』
に
触
れ
た
際
に
、
そ
の
内
容
は

『
荘
子
』
の
論
理
に
近
し
い
と
直
ち
に
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
思
想
の
深
い
理
解
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
表

れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
「
仏
人
蘆
騒
書
を
著
し
て
頗
る

西
土
の
政
術
を
譏
る
」
の
表
題
を
付
し
、
『
学
問
芸
術
論
』
を
下

書
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
漢
文
で
執
筆
さ
れ
た
「
原

政
」
（
明
治
一
一
年
、
後
に
明
治
一
五
年
に
転
載
）
の
存
在
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
後
に
自
身
が
翻
訳
す
る

『
非
開
化
論
』
の
主
旨
か
ら
か
け
離
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
原
政
」
に
よ
る
と
、
『
学
問
芸
術
論
』
の
趣
意
は
、
「
教
化
を
昌

ん
に
し
て
芸
術
を
抑
え
ん
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
政
治
」
に
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お
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
兆
民
は
、

「
政
」
を
用
い
な
い
こ
と
を
以
て
「
善
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
理

想
的
な
状
態
と
み
な
す
。
つ
ま
り
「
技
芸
」
「
芸
術
」
で
は
な

く
、
「
道
義
」
で
も
っ
て
民
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

徳
治
主
義
を
志
向
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
民
自
身
の
「
自
治
」
が

「
政
」
の
本
質
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
際
に
重
視

さ
れ
る
の
が
「
三
代
之
法
」
で
あ
っ
た
。
兆
民
は
「
三
代
之
法
」

を
「
君
臣
の
義
」
「
父
子
の
親
」
「
夫
婦
の
別
」
「
長
幼
の
序
」
「
朋

友
の
信
」
で
あ
り
、
「
是
れ
皆
身
を
修
め
人
治
め
る
所
以
の
も

の
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
六
〇

。
「
三
代
之
法
」
に
よ
れ
ば
、
「
法

令
設
け
ず
し
て
可
な
り
囹
圄
置
か
ず
し
て
可
な
り
兵
戈
用
い
ず
し

て
可
な
り
誓
盟
結
ば
ず
し
て
可
な
り
」
で
あ
り
、
「
政
」
を
用
い

る
必
要
性
が
な
く
な
る
六
一

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
態
こ
そ

「
固
と
聖
人
の
期
す
る
所
な
り
」
と
喝
破
す
る
。
要
す
る
に
「
西

土
政
術
」
で
な
く
「
三
代
之
法
」
に
拠
る
こ
と
で
、
民
は
「
徳
義

に
嚮
往
し
て
利
欲
の
為
に
侵
乱
」
さ
れ
な
い
「
至
善
」
の
境
地
に

到
り
「
自
治
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
む
ろ
ん
、
こ
れ
は

佐
久
間
象
山
が
説
く
「
東
洋
道
徳･

西
洋
芸
術
」
で
は
な
い
）
。 

な
る
ほ
ど
、
「
原
政
」
に
お
け
る
政
治
的
諸
制
度
を
撤
廃
す
る

主
張
に
つ
い
て
は
、
『
荘
子
』
の
観
念
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
兆
民
が
志
向
す
る
の
は
あ
く
ま

で
も
聖
人
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ
た
（
と
兆
民
が
考
え
る
）
「
三
代

之
法
」
に
基
づ
く
「
政
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
が
理
想

と
す
る
平
和
で
道
徳
的
な
治
世
が
達
成
さ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
う
し

た
発
想
は
、
「
聖
人
」
に
匹
敵
す
る
「
民
」
自
身
が
「
律
例
」
を

作
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
道
徳
」
が
実
現
す
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
た
『
訳
解
』
に
継
承
さ
れ
る
内
容
で
あ
っ
た
六
二

。
『
学
問
芸
術

論
』
に
依
拠
し
た
内
容
で
あ
る
と
兆
民
本
人
が
述
べ
て
い
た
と
は

い
え
、
「
原
政
」
の
内
容
は
『
非
開
化
論
』
で
駆
使
さ
れ
て
い
た

『
荘
子
』
の
観
念
は
影
を
潜
め
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
は
聖

人
の
存
在
で
あ
り
、
「
聖
人
の
期
す
る
所
」
に
沿
っ
た
「
政
」
が

「
善
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
も
に
『
学
問
芸
術
論
』
に
由

来
す
る
『
非
開
化
論
』
と
「
原
政
」
が
志
向
す
る
世
界
観
は
、
一

致
し
な
い
。
兆
民
は
、
『
学
問
芸
術
論
』
の
翻
訳
に
際
し
て
『
荘

子
』
が
有
用
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
、
彼
の
思
想
に

お
い
て
重
き
が
置
か
れ
る
の
は
、
唐
虞
三
代
の
治
世
以
外
に
あ
り

得
な
か
っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

 

兆
民
は
、
『
社
会
契
約
論
』
で
展
開
さ
れ
る
「
自
然
状
態
」
か

ら
「
社
会
状
態
」
へ
の
移
行
を
、
儒
教
に
お
け
る
上
古
か
ら
唐
虞

三
代
へ
の
変
化
と
い
う
枠
組
み
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
理
解
し

た
。
こ
の
時
、
野
蛮
な
上
古
を
脱
却
さ
せ
た
聖
人
は
ル
ソ
ー
の
い
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う
「
立
法
者
」
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
『
訳

解
』
で
は
人
民
に
儒
教
的
聖
人
像
を
投
影
し
、
「
民
約
」
を
説
い

て
い
た
。
つ
ま
り
「
民
約
」
の
主
体
で
あ
る
「
民
」
は
、
「
立
法

者
」
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
力
に
よ
っ
て
「
上
古
」

た
る
「
自
然
状
態
」
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
要
す
る
に
『
訳
解
』
は
、
「
立
法
者
」
に
指
導
さ
れ

な
く
と
も
人
民
主
権
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
徹
頭
徹
尾
、
強
調
す

る
内
容
で
あ
っ
た
六
三

。
そ
の
た
め
兆
民
に
よ
っ
て
「
自
治
の

国
」
と
訳
さ
れ
た
こ
の
政
治
社
会
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
が
重
視
し

て
い
た
「
法
」
（loi

「
律
例
」
）
に
よ
る
支
配
は
根
本
に
置
か
れ

な
か
い
。
兆
民
は
、
「
国
を
為
む
る
者
は
、
道
徳
の
恃
む
に
足
ら

ざ
る
、
必
ず
相
い
約
し
て
例
規
を
立
て
、
違
え
ば
則
ち
罰
あ
り
、

夫
れ
然
る
後
ち
義
と
利
と
相
い
合
し
、
所
謂
る
道
徳
も
亦
た
其
の

間
に
行
な
わ
る
る
を
得
」
と
い
う
原
文
に
は
な
い
一
節
で
六
四

、

「
例
規
」
（loi

）
が
「
義
」
と
「
利
」
を
合
一
さ
せ
て
「
道
徳
」

を
実
現
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

政
治
的
諸
制
度
よ
り
も
相
対
的
に
「
道
徳
」
の
実
現
の
方
を
重
視

す
る
兆
民
の
姿
勢
は
、
終
生
持
ち
続
け
ら
れ
る
信
念
で
あ
っ
た

六
五

。 

一
方
で
『
学
問
芸
術
論
』
の
翻
訳
『
非
開
化
論
』
で
は
、
原

著
に
則
る
か
た
ち
で
「
自
然
」
か
ら
「
社
会
」
に
至
る
過
程
を
、

『
荘
子
』
に
お
け
る
「
至
徳
」
か
ら
「
唐
虞
」
の
治
世
へ
の
転
落

に
類
推
さ
れ
て
い
た
。
『
荘
子
』
は
、
儒
教
の
聖
人
が
人
々
に
知

識
や
礼
を
根
付
か
せ
た
こ
と
を
以
て
、
「
純
白
」
で
あ
っ
た
人
々

の
「
徳
」
を
堕
落
さ
せ
た
原
因
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
儒
教
的
倫
理
を
根
本
的
に
批
判
す
る
『
荘
子
』
の
論
理

構
造
が
、
兆
民
に
お
い
て
ル
ソ
ー
の
思
想
と
期
せ
ず
し
て
一
致
す

る
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
学
問
芸

術
論
』
か
ら
着
想
を
得
て
執
筆
さ
れ
た
「
原
政
」
で
は
、
ル
ソ
ー

の
「
自
然
」
、
す
な
わ
ち
『
荘
子
』
が
い
う
「
唐
虞
」
以
前
の
世

界
は
理
想
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
聖
人
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ

た
「
三
代
の
法
」
の
統
治
を
志
向
し
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

中
国
思
想
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
の
思
想
を
的
確
に

理
解
し
て
い
た
兆
民
は
紛
れ
も
な
く
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
で
あ
っ

た
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
ル
ソ
ー
か
ら
自
由
た
り
得
た
。 

  

凡
例 

中
江
兆
民
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
『
中
江
兆
民
全

集
』
（
松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・
溝
口
雄
三
・
松
永
昌
三
・
井

田
進
也
（
編
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
三‐

一
九
八
六
年
） 

に
拠

り
、
巻
数
頁
数
の
順
に
①
六
七
の
よ
う
に
略
記
す
る
（
別
巻
の
場

合
は
、
別
四
六
五
の
よ
う
に
し
た
）
。
原
漢
文
か
ら
の
引
用
に
際

し
て
は
、
全
集
に
併
せ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
編
者
に
よ
る
書
き
下

し
文
の
方
を
引
用
す
る
。 
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註 
一 
菊
池
理
夫
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
想

定
さ
れ
て
い
た
理
想
社
会
は
次
の
五
つ
に
類
型
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
伝

統
で
あ
り
、
あ
る
時
期
を
理
想
化
し
た
平
和
で
牧
歌
的
な

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」
。
第
二
に
キ
リ
ス
ト
教
的
黙
示
的
伝
統
に

基
づ
き
、
こ
の
地
上
に
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
、
最
後
の
審
判

ま
で
の
千
年
間
を
支
配
す
る
「
千
年
王
国
」
。
第
三
に
豊
饒
な

自
然
の
も
と
民
衆
の
欲
望
が
充
足
さ
れ
る
現
実
逃
避
の
夢
で

あ
る
「
お
菓
子
の
国
」
。
第
四
に
支
配
者
の
道
徳
的
完
全
性
に

基
づ
き
、
被
支
配
者
も
従
順
に
服
従
す
る
調
和
に
満
ち
た
社

会
で
あ
る
「
完
全
な
道
徳
国
家
」
。
そ
し
て
第
五
に
、
過
去
に

も
未
来
に
も
な
い
「
い
ま
、
こ
こ
」
の
ど
こ
か
に
存
在
す
る

も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
人
々
全
員
は
高
潔
で
は
な

く
、
戦
争
も
犯
罪
も
存
在
す
る
現
実
の
政
治
社
会
と
は
変
わ

ら
な
い
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
る
（
菊
池
理
夫
・
有
賀
誠
・

田
上
孝
一
（
編
）
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ‐
政

治
的
想
像
力
の
復
権‐

』
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
二
年
、
三‐

四
頁
を
参
照
）
。
こ
の
類
型
に
従
え
ば
、
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」

は
第
一
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」
に
当
て
は
ま
る
。 

二 

宮
村
治
雄
『
理
学
者
兆
民 

あ
る
開
国
経
験
の
思
想
史
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
五‐

二
六
頁
。 

三 

『
陸
羯
南
全
集 

第
三
巻
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
、
三

六
六
頁 

四 

坂
倉
裕
治
（
訳
）
『
人
間
不
平
等
起
源
論 

付
「
戦
争
法
原

理
」
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
八
九‐

九
〇
頁
。 

五 

同
前
、
五
〇
頁
。
〔
〕
は
訳
者
に
よ
る
注
。
引
用
に
際
し
て
省

略
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

六 

同
前
。 

七 

同
前
、
九
五
頁
。 

八 

ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
が
戦
争
状
態
と
為
り
得
る
原
因
に
つ

い
て
福
田
歓
一
は
、
ロ
ッ
ク
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
状
態
が
戦

争
状
態
に
な
る
の
は
、
人
間
が
利
用
で
き
る
資
源
の
総
額
は

決
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
欲
望
は
予
見
能
力
を

通
じ
て
無
限
大
に
な
り
う
る
た
め
に
分
配
の
争
い
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
無
限
に
も
の
が
豊

富
な
ら
争
う
必
要
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
神

様
は
ケ
チ
で
ロ
ッ
ク
の
神
様
は
気
前
が
よ
い
か
ら
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
然
状
態
が
戦
争
状
態
に
な
る
か
平
和
状
態
に
な
る

か
が
わ
か
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
神
様

も
無
限
に
資
源
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
人
間
の
新
し
い
働
き
が
認
め
ら
れ
、
ロ
ッ
ク
は
労
働
と
い

う
観
念
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
状
態
で
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は
人
間
と
人
間
と
が
向
い
合
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ク

の
自
然
状
態
で
は
人
間
と
自
然
と
が
向
い
合
っ
て
い
て
、
他

の
人
間
の
こ
と
は
第
一
次
的
に
は
ま
っ
た
く
意
識
の
上
に
の

ぼ
っ
て
こ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
人
間
は
す
で
に
あ
る
も
の
を

取
っ
て
生
き
て
ゆ
く
だ
け
で
な
く
、
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
財
貨
を
ふ
や
す
の
で
あ
る
」
（
福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
六
八
頁
）
。 

九 

ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
（
著
）
山
路
昭
（
訳
）
『
ル
ソ

ー 

透
明
と
障
害
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
四
八‐

四

九
頁
。 

一

〇 

第
一
編
第
六
章
「
社
会
契
約
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
ル
ソ
ー

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る

自
己
保
存
を
妨
げ
て
い
る
多
く
の
障
害
が
、
そ
の
抵
抗
に
よ

っ
て
、
各
人
が
自
然
状
態
に
お
け
る
生
存
の
維
持
の
た
め
に

ふ
る
う
力
を
圧
倒
す
る
時
点
に
、
人
間
が
到
達
し
た
と
想
定

し
て
み
る
。
そ
う
な
れ
ば
こ
の
原
始
状
態
は
も
は
や
存
続
で

き
ず
、
人
類
は
生
存
様
式
を
変
え
な
け
れ
ば
、
滅
亡
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
」
（
平
岡
昇
（
編
）
『
世
界
の
名
著 

ル
ソ
ー
』

中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
四
一
頁
）
。 

一

一 

ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン

グ
論
』
）
が
既
に
こ
う
し
た
読
み
方
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
「
人
間
が
そ
の
「
自
然
状
態
」
か
ら
離
れ
つ

つ
あ
る
こ
の
歴
史
の
な
か
に
は
、
ひ
と
つ
の
「
自
然
の
秩

序
」
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
し
た
が
え

ば
、
不
平
等
は
究
極
に
は
平
等
に
変
質
す
る
が
、
究
極
的
な

革
命
が
実
現
す
る
も
の
は
、
言
語
を
欠
い
た
原
始
人
の
、
古

い
自
然
の
平
等
で
は
な
く
て
、
社
会
契
約
に
よ
る
、
よ
り
高

度
な
平
等
で
あ
る
。
圧
制
者
は
圧
迫
さ
れ
、
過
去
の
関
係
は

保
持
さ
れ
る
と
同
時
に
止
揚
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
は
否
定

の
否
定
を
達
成
す
る
。
」
（
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
、
前
掲
書
、

四
七
頁
）
。
つ
ま
り
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
功
績
は
、
相
対
立
す
る

矛
盾
の
止
揚
に
到
達
す
る
弁
証
法
的
統
一
に
よ
っ
て
、
ル
ソ

ー
の
思
想
特
有
の
「
矛
盾
」
を
全
体
的
に
統
一
し
た
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。 

一

二 

①
一
六
六‐

一
六
七
。 

一

三 

①
一
六
四
。 

一

四 

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。la voix du devoir 

succédant à lʼim
pulsion physique et le droit à lʼappétit, 

lʼhom
m

e qui jusques-là nʼavoit regardé que luim
êm

e, se 

voit forcé dʼagir sur dʼautres principes, et de consulter 

sa raison avant dʼécouter ses penchans. 
一

五 
米
原
謙
は
、
自
然
状
態
を
「
天
世
」
と
訳
す
兆
民
の
思
想
を

『
荘
子
』
に
基
づ
い
た
翻
訳
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
兆
民
は
『
荘
子
』
と
同
様
に
、
「
禽
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獣
」
の
よ
う
な
生
活
を
『
訳
解
』
で
理
想
と
し
て
い
る
こ
と

と
な
る
。
兆
民
が
『
荘
子
』
を
念
頭
に
入
れ
て
「
天
世
」
の

語
を
編
み
出
し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
理
想
的

な
世
界
を
見
出
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
兆
民
が
『
学
問
芸
術
論
』
を

『
荘
子
』
の
脈
略
で
把
握
し
て
い
た
と
す
る
同
氏
の
見
解
に

は
同
意
す
る
。 

一

六 

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想 

増
補
新
装
版
』
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
八
頁
。 

一

七 

「
上
古
民
淳
、
未
有
如
今
士
人
識
理
義
嶢
崎
、
蠢
然
而
已
、

事
事
都
曉
不
得
」
（
『
朱
子
語
類 
四
』
第
六
六
巻
、
中
華
書

局
、
一
九
八
六
年
、
一
六
二
〇
頁
） 

一

八 

小
野
沢
精
一
『
書
経
（
下
） 

新
釈
漢
文
大
系
』
明
治
書

院
、
一
九
八
五
年
、
四
〇
八
頁
。 

一

九 

加
藤
常
賢
『
書
経
（
上
） 

新
釈
漢
文
大
系
』
明
治
書
院
、

一
九
八
三
年
、
二
九
頁
。 

二

〇 

山
口
謡
司
『
書
経
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、

二
六
頁
。 

二

一 

「
舜
之
居
深
山
之
中
、
與
木
石
居
、
與
鹿
豕
遊
、
其
所
以
異

於
深
山
之
野
人
者
幾
希
」
（
宇
野
精
一
『
孟
子
』
講
談
社
学
術

文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
四
一
六
頁
）
。 

二

二 

同
前
、
四
二
六
頁
。 

二

三 

例
え
ば
『
漢
書
』
は
、
唐
・
虞
の
あ
と
に
三
代
が
成
立
し
聖

人
の
道
は
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
周
以
降
に
は
礼
楽
が
失
わ
れ

た
と
嘆
い
て
い
る
（
「
昔
唐
虞
既
衰
、
而
三
代
迭
興
、
聖
帝
明

王
、
累
起
相
襲
、
其
道
甚
著
。
周
室
既
微
而
禮
樂
不
正
、
道

之
難
全
也
如
此
」
）
。 

二

四 

関
口
順
『
儒
学
の
か
た
ち
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三

年
、
一
九‐

二
〇
頁
。 

二

五 

渡
辺
、
前
掲
書
、
二
三
一
頁
。 

二

六 

『
陸
羯
南
全
集 

第
一
巻
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
、

四
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。 

二

七 

同
前
、
四
七
頁
。 

二

八 

松
田
宏
一
郎
『
陸
羯
南
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八

年
、
一
〇
八
頁
。 

二

九 

島
田
虔
次
『
隠
者
の
尊
重 

中
国
の
歴
史
哲
学
』
筑
摩
書

房
、
一
九
九
七
年
、
一
八
七
頁
。 

三

〇 

吉
川
幸
次
郎
『
論
語 

下
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二

〇
年
、
二
五
三‐

二
五
五
頁
。 

三

一 

同
前
、
二
五
四
頁
。 

三

二 

宇
野
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。 

三

三 
湯
浅
邦
弘
（
編
）
『
中
国
思
想
基
本
用
語
集
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
四
頁
。 

三

四 

「
禹
に
至
り
て
徳
衰
へ
、
賢
に
伝
へ
ず
し
て
、
子
に
伝
ふ
」
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に
対
す
る
孟
子
の
「
否
。
然
ら
ざ
る
な
り
。
天
、
賢
に
与
ふ

れ
ば
、
則
ち
賢
に
与
へ
、
天
、
子
に
与
ふ
れ
ば
、
則
ち
子
に

与
ふ
」
（
宇
野
、
前
掲
書
、
二
九
三
頁
）
。
ま
た
、
次
の
万
章

と
の
や
り
と
り
も
参
照
。
「
「
『
堯
は
天
下
を
以
て
舜
に
与
ふ
』

と
。
諸
有
り
や
」
と
。
孟
子
曰
く
、
「
否
。
天
子
は
天
下
を
以

て
人
に
与
ふ
る
こ
と
能
は
ず
」
と
。 

三

五 

①
一
三
一
。 

三

六 

宇
野
、
前
掲
書
、
二
九
二
頁
。 

三

七 

『
訳
解
』
に
み
ら
れ
る
「
民
本
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
中
江
兆
民
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
「
君
」
と
「
臣
」:

ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』( D

u C
ontrat Social)

と
儒
学
思
想

と
の
交
錯
」
（
『
法
と
政
治
』
七
一
巻
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）

に
お
い
て
も
論
じ
た
。 

三

八 

「
節
を
砥
き
道
を
直
く
し
て
行
う
と
雖
も
、
抑
そ
も
時
を
料

り
人
情
を
揆
ら
ず
、
何
ぞ
狂
戇
の
甚
き
や
」
。 

三

九 

「
国
会
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
に
適
う
政
治
が
実
現

す
る
と
考
え
る
の
は
、
兆
民
の
独
創
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

儒
者
は
往
々
に
し
て
、
議
会
と
い
う
制
度
に
対
し
て
同
様
の

念
を
抱
い
て
い
た
。
例
え
ば
、
幕
末
の
儒
者
・
横
井
小
楠
は

『
国
是
三
論
』
に
お
い
て
英
国
の
議
会
は
、
「
政
体
一
に
民
情

に
本
づ
き
官
の
行
ふ
処
は
大
小
と
な
く
必
悉
民
に
議
り
其
便

と
す
る
処
に
随
て
其
好
ま
さ
る
処
を
」
強
制
す
る
も
の
で
は

な
い
と
「
民
」
の
意
向
に
則
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
戦
争
に
よ
っ
て
死
傷
者
が
で
よ
う
と
、

戦
費
が
重
な
る
と
い
え
ど
も
、
国
民
は
「
怨
嗟
」
を
持
つ
こ

と
は
な
い
。
官
民
一
体
の
政
体
と
し
て
把
握
す
る
小
楠
に
と

っ
て
、
英
国
で
は
「
殆
三
代
の
治
教
に
符
合
す
る
」
政
治
制

度
が
実
現
し
て
い
た
。
小
楠
に
お
い
て
国
会
は
、
「
民
情
」
に

基
づ
く
「
公
」
と
、
平
和
を
も
た
ら
す
古
代
中
国
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
た
政
治
制
度
の
反
映
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。 

四

〇 

米
原
謙
『
近
代
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
政
治
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
頁
。 

四

一 L
es particuliers voient le bien quʼils rejettent; le 

public veut le bien quʼil ne voit pas. Tous ont égalem
ent 

besoin de guides. Il faut obliger les uns à conform
er 

leurs volontés à leur raison; il faut apprendre à lʼautre à 

connoître ce quʼil veut. A
lors des lum

ières publiques 

résulte lʼunion de lʼentendem
ent et de la volonté dans le 

C
orps social, de-là lʼexact concours des parties, et enfin 

la plus grande force du tout. V
oilà dʼoù naît la nécessité 

dʼun L
égislateur. 

四

二 C
elui qui ose entreprendre dʼinstituer un peuple, doit 

se sentir en lʼE
tat de changer, pour ainsi dire, la nature 

hum
aine; de transform

er chaque individu, qui par lui-
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m
êm

e est un tout parfait et solitaire, en partie dʼun plus 

grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa 

vie et son être; dʼaltérer la constitution de lʼhom
m

e pour 

la renforcer; de substituer une existence partielle et 

m
orale à lʼexistence physique et indépendante que nous 

avons tous reçue de la nature. Il faut, en un m
ot, quʼil 

ôte à lʼhom
m

e ses forcés propres pour lui en donner qui 

lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans 

le secours dʼautrui. 

四

三 

①
一
九
九
。 

四

四 

同
前
。 

四

五 

山
田
博
雄
『
中
江
兆
民 

翻
訳
の
思
想
』
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
八
頁
。 

四

六 

⑩
六
二‐

六
三
。 

四

七 

⑩
六
三
。 

四

八 

拙
稿
「
中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た

の
か
？‐

西
周
『
利
学
』
と
の
比
較
の
視
点
か
ら‐

」
（
『
法

と
政
治
』
七
三
巻
二
号
、
二
〇
二
二
年
）
は
、
学
問
に
明
る

い
こ
と
、
具
体
的
に
は
漢
文
が
読
め
る
こ
と
を
「
国
会
」
の

参
加
の
第
一
の
条
件
と
し
て
兆
民
が
求
め
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
「
文
」
（
学
問
）
の
修
得
に
よ
り
「
君
子
」
に

な
り
得
る
と
考
え
る
兆
民
は
、
朱
子
学
に
基
づ
き
ル
ソ
ー
を

受
容
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
立
法
者
」
（
聖
人
）
の
指

導
が
な
く
と
も
、
「
民
」
は
自
身
の
道
徳
的
修
養
を
通
じ
て

「
聖
人
・
君
子
」
と
し
て
政
治
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
兆
民
は
考
え
る
。 

四

九 

①
一
三
七‐

一
三
八
。 

五

〇 

①
二
一
一
。 

五

一 C
e nʼest point la Science que je m

altraite, m
e suis-je 

dit; cʼest la V
ertu que je defends devant des hom

m
es 

vertueux. 

五

二 

米
原
謙
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
新
評
論
、
一
九
八

六
年
、
一
六
三
頁
。 

五

三 

池
田
知
久
『
荘
子:

全
現
代
語
訳 

上
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
一
七
年
、
七
三
六
頁
。
な
お
以
下
の
『
荘
子
』
に
係
る

現
代
語
訳
と
解
説
は
全
て
同
書
に
拠
る
。 

五

四 

平
岡
編
、
前
掲
書
、
六
六
頁
。les sciences, les lettres et 

les arts, m
oins despotiques et plus puissants peut-être, 

étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer 

dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentim
ent de 

cette liberté originelle pour laquelle ils sem
blaient être 

nés, leur font aim
er leur esclavage et en form

ent ce 

quʼon appelle des peuples policés. 

五

五 

例
え
ば
『
荘
子
』
（
養
生
主
）
に
は
、
「
吾
が
生
や
涯
り
有
り
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て
、
知
や
涯
り
无
し
。
涯
り
有
る
を
以
て
涯
り
无
き
に
随
う

は
、
殆
う
し
。
已
し
て
知
を
為
す
者
は
、
殆
う
き
の
み
」
（
池

田
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
）
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
有
限
の

生
を
養
う
た
め
に
無
限
の
知
を
追
究
す
る
こ
と
は
『
荘
子
』

で
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
善
く
生
き
る
た
め
に
「
文
」
（
学

問
）
の
修
得
の
意
義
を
説
く
儒
学
（
特
に
朱
子
学
）
と
は
対

照
的
な
態
度
で
あ
る
。 

五

六 

米
原
、
前
掲
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
、
一
六
六

頁
。 

五

七 

池
田
、
前
掲
書
、
五
六
一‐
五
六
二
頁
。 

五

八 

坂
倉
、
前
掲
訳
書
、
一
〇
五
頁
。 

五

九 

池
田
、
前
掲
書
、
九
六
五
頁
。 

六

〇 

⑭
一
七
。 

六

一 

⑭
一
六
。 

六

二 

『
訳
解
』
と
「
原
政
」
が
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
「
中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳

解
』
を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？
」
、
一
〇
頁
と
（
注
四
二
）
を

参
照
。 

六

三 

松
田
宏
一
郎
「
中
江
兆
民
に
お
け
る
「
約
」
と
「
法
」
」

（
『
自
由
の
不
安 

近
代
日
本
政
治
思
想
論
』
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
、
三
〇
八‐

三
〇
九
頁
。 

六

四 

①
一
九
三
。 

六

五 

「
道
徳
ノ
法
律
未
ダ
以
テ
人
民
ノ
情
念
ヲ
制
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ

ル
ト
キ
ハ
其
勢
抑
制
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
易
ヘ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
是

ヲ
以
テ
道
徳
ノ
力
愈
々
盛
ナ
ル
ト
キ
ハ
法
律
ノ
抑
制
愈
々
其

勢
ヲ
喪
フ
テ
、
政
府
ハ
終
ニ
無
用
ノ
長
物
ト
為
ラ
ン
ノ
ミ
」

（
『
理
学
沿
革
史
』
）
、
お
よ
び
「
政
治
を
措
て
之
を
哲
学
に
求

め
よ
、
蓋
し
哲
学
を
以
て
、
政
治
を
打
破
す
る
是
れ
な
り
、

道
徳
を
以
て
、
法
律
を
圧
倒
す
る
是
れ
な
り
」
（
『
一
年
有

半
』
）
を
参
照
。 

 

（
関
西
学
院
大
学
） 

            


